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新築建売戸建住宅における重要事項

補助事業者たるＺＥＨビルダー/プランナーが補助金の交付を受ける場合、事業継承者へ速やかに補助事業を承
継する手続きをＳＩＩに対して行うこと。
その際、事業継承者に対し、「定期報告アンケートの提出」、「取得財産の適正管理」など、補助事業者と同
様の義務を負うことを確認する書類（契約書等）の提示ができること。
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（注）事業継承者は、当該住宅に常時居住する予定の者であること（別荘、セカンドハウス等は補助対象
外）。

補助対象となる地中熱ヒートポンプ・システムは、以下の要件を全て満たすこと。
・表１に記載する要件を全て満たすこと。
・地中熱ヒートポンプ熱源機の補助要件を満たしていることを定量的に示せること。
・原則、日本国内で市場流通されている製品であること。
・中間報告時にボーリング着工写真を提出できること。
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